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令和 ６年度　　学校評価書　　　（計画段階・実施段階）
福岡県立直方特別支援学校

自己評価 学校関係者評価

学　校　運　営　計　画　（４月）

学校運営方針
安心・安全な教育環境のもと、幼児児童生徒一人一人が学び、考え、表現する指導を行うとともに、保護者や地域及び関係機関と協
働し、信頼される開かれた学校づくりをすすめる。

A

②次年度研究のテーマと方法の検討

人権意識向上
①生活年齢等を踏まえた対応の推進

②相互の人格を尊重する集団づくり

①段階表を活用したキャリア教育の充実

②進路選択につながる幼児児童生徒の自己理解の推進

①幼児児童生徒の特性に応じた指導の推進

進路指導充実

昨年度の成果と課題 年　度　重　点　目　標 具　体　的　目　標

専門性向上
①幼児児童生徒に育てたい力の明確化

学校運営

〇教員一人一人の実践的指導力の向上
を目指して、組織として人材育成の充実
を図る。

〇県教育センターや国立特別支援教育総合研究所等で実施されている専門性向上
を目的とした研修の計画的な受講を進めたり、研修部と連携し、専門家活用事業を
効果的に活用したりする。 B

B

・4月から導入の「全国教員研修プラットフォーム」システムを活用した
研修の計画的な受講を推進し、その研修内容を職員間の共有するこ
とで、専門性向上を図る。
・引き続き、各主任や学部主事の業務等のベテランからミドルへの
OJTと、チームとしての職員間の日常的な学び合いを推進する。

②引継ぎ資料のデータ化

③学部、分掌における業務内容の平準化

①校内外の教育相談充実のための人材育成

②個別の教育支援計画等を活用した関係機関との連携強化

③HPやPTA新聞を活用した情報発信

働き方改革推進

他機関との連携

　新型コロナウィルス感染症の5類
への移行に伴い、コロナ禍にでき
なかった学校行事をはじめとした
教育活動を精選し、実施すること
ができた。また、中堅教員に対す
る学校運営や人材育成に積極的
に関わる機会の設定や、初任者に
対する３年間の計画的・系統的な
若年研修と、日々の指導や研修に
おける学校全体での０ＪＴから、人
材育成に努めた。
　一方、数年後を見据えたリー
ダーを育成や、専門性を目的とし
た研修等の受講や互いの専門性
を生かした教員の資質向上、ホー
ムページや連絡メール等を活用し
た保護者に対する情報発信、子供
たちが安心・安全に過ごせる環境
整備と危機管理体制の充実、将
来をイメージした幼稚部・小学部・
中学部・高等部の教育活動の充
実に努める必要がある。

A

②保護者、関係機関への連絡と情報の共有

③ケース会議等を活用した長期欠席、不登校の解消

①校舎新設にかかる安全確保

②看護職員や医療関係者との連携強化による安全な医ケアの実施

③災害時における避難方法の随時確認

①学校・寄宿舎行事の見直しと精選

生徒指導充実

特になし。

○研修係で、２つの学びの過程（単元構成・１単位時間における「もつ―表現する―
振り返る」の３つの観点）の見直しについて、子どもの変容から考察し、３年間のまと
めを行う。

安心安全な環境整備

①３年間の研究のまとめ

B

・学校の大規模化に伴い、運営が難し
いことは推測できるが、学校全体及び
部門ごとの教育活動を整理し、学部
間の交流を図りながら、共生社会に一
番近い学校としての運営をお願いした
い。

〇各主任や学部主事を中心とした日常的なOJTの取組を進め、ベテラン、ミドル、若
手が、チームで学び合う雰囲気づくりに努める。

〇部門や学部、分掌、各関係機関の連
携によるチーム学校づくりを目指す。

〇３部門９学部や分掌等の課題や議案に応じた横断的な連携をさらにすすめ、組織
的な教育活動と教職員の働き方改革を推進する。

B

・さらに、学部及び分掌を超えた横断的な連携を進め、組織的な教育
活動と教職員の働き方改革に努める。
・学校評議員会及び学校関係者評価委員会をはじめ、各関係機関等
との会議で得た意見や要望を学校運営に生かす。

〇学校評議員会及び学校関係者評価委員会をはじめ、各関係機関等からの意見や
要望を学校運営に生かす。

具体的目標 具　体　的　方　策 評価（３月） 次年度の主な課題

学校研究

　
　自己評価は

　　　　　A　：　適切である

　　　　　B　：　概ね適切である

　　　　　C　：　やや適切である

　　　　　D　：　不適切である

②教育課程の系統性の検討（学部内・間）

③ICT機器やアプリの活用力底上げ

A

・学校の大規模化に伴い、教育環境
の整備が行われているが、限られた
環境の中でも、十分な活動ができるよ
うに工夫して欲しい。

○安全・安心な学びの場を確保し、豊かな学びと体験ができるように、校舎建替等に
伴う諸課題を把握して教育環境の整備に努める。

○個に応じた教育活動や関係機関との円滑な連携のため、個別の教育支援計画や
個別の指導計画の適切な運用と作成要領の周知に努める。

研　　修

○教職員一人一人が主体的・対話的で
深い学びの実現に向けた授業改善の在
り方を深く理解し、主体的に研究に取り組
むことができるように、研究の目的や内
容方法を明確にし、共通理解を図りなが
ら推進していく。

○代表授業者を選出し、単元デザインシート、略案作成後、本時授業における手立
ての有効性をグループで協議する場を設定する。また、各自の実践例を単元集（単
元デザインシート、略案）としてまとめる。

B

・ツールを使った研究授業は実施できたが、協議が十分でないグ
ループもあったので、研究の視点を焦点化し、研究の進め方を工夫し
ていく。
・今年度、２つの学びの過程の見直し、まとめた具体的な手立ての工
夫を、教職員一人一人が授業に生かすように推進する。
・各自が主体的に研修に臨めるように、今年度決定した次年度の研
究テーマに、サブテーマを設定するために、時間を掛けて協議する。

教育課程

○適切な教育課程の編成を図る。 ○学部内での共通理解のもと、障がいの状態及び発達段階や特性等に応じた教育
課程の編成を行う。

A A

・教育課程については、引き続き、各学部において年間指導計画の
評価と見直しを通して改善を行い、適切な編成に努める。
・各学部が相互に協力して特別教室利用の入替等を行い、限られた
環境の中でも十分な活動ができるように努める。また、事務室と連携
し、工事車両の運行等を常に把握して屋外での活動が安全にできる
ように努める。
・個別の教育支援計画と関連できるように見直した、個別の指導計画
の周知を行い、個に応じた教育活動ができるように努める。

○若年教員研修担当を中心とし、ベテラ
ン教員や中堅教員等と連携を図りなが
ら、全職員で若年教員の育成にあたる。

○若年教員研修担当を中心とし、全職員で若年教員の育成にあたる。

B
・今年度、指導教員の打合せを定期的に行うことが難しく、書面の回
覧で共通確認が多かった反省から、次年度は、定期的な打合せの体
制づくりを図る。

B

○次年度に向けて、各研究グループの意見を集約した後、学校研究のテーマを検討
し、決定する。

○教職員の資質及び専門性の向上に資
する研修の円滑な実施に努めるととも
に、研修のＰＤＣＡサイクルを実施する。

○校内研修や新転任者研修が、他分掌と連携し本校の実態に応じた研修となるよう
に、連絡調整を行う。事後アンケートを実施して次年度の計画の内容・日程の見直し
を行う。

B

・今後も各分掌と連絡調整を行い、校内研修や新転任者研修の内容
や回数等の見直しを行い、効率化を図る。
・外部専門家活用事業の軽減に伴い、専門性向上研修を学校研究と
関連付け、研修内容の一層の充実を図っていく。

○専門性向上研修について、学部主事と連携しながら、部門毎に障がい種に応じた
研修を企画・立案する。また、学校研究と関連付けたり、外部講師を活用したりする
など内容の工夫をする。

Ｂ

○先行事例を紹介し、課題研修の進め方の理解につなげる。

B
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〇幼児児童生徒が安全・安心な生活を送
るための緊急対応訓練と職員研修の充
実を図る。

〇幼児児童生徒が心と身体の健康を増
進できるように学習の計画や実践に努め
る。

B

・地域の人権教育の学習会における
貴校の教育実践の報告は、地域の小
中学校にとって参考になり、ともに学
ぶことができている。

○外部講師を招聘し、「当事者の話を聴く」職員研修会を計画、実施する。各部門等
の取組についての実践交流会や、校外研修の内容や感想等の広報誌への掲載で、
職員全体で学び合う機会を設ける。

○本校の取組をホームページ等で発信したり、地域の実践交流会等でレポート報告
したりする等、保護者や地域、関係機関との連携を図る。

B

・学習会の希望調査を、全体の集約から学部単位の集約にすること
で、よりニーズに応えることができる学習会の企画に努める。
・今年度のHPの新システム移行で、学部ごとで見られた更新の差の
解消に向けて、手続きの見直しを図り、計画的に更新できるようにす
る。

人権・同
和教育

○幼児児童生徒の自己理解や他者理解
を深めるとともに、自尊感情や障がい認
識を育む。また、職員研修の充実及び関
係機関との連携を図り、共生社会の形成
を目指す。

○系統的な人権学習が行えるよう、小学部、中学部、高等部の人権学習担当者で協
議する場を設定する。

B B

・人権学習の系統性を共通理解しながら進め、学習の充実を図るた
めに、「個別の人権課題に関する人権教育指導者用手引き」（福岡県
教育委員会）を基に、今年度作成した体系化表をさらに検討・改善す
る。
・夏季休業中の職員研修会は、「障がいを有する子供たちに接すると
きの姿勢」を中心に、外部講師を招聘して計画、実施する。

B
・保護者への連絡に、今年度から使
用を開始した連絡アプリを有効に使っ
てほしい。

〇情報セキュリティマニュアルを更新し、マニュアルに基づく情報管理体制を整える。

〇HPの更新を計画的に行い、情報発信に努める。

庶　　務

○PTA活動活性化の推進に努める。
○同窓会行事の充実に努める。

○PTA役員会を月に１度実施し、安全なPTA活動のあり方を考える。

A

A

・今年度、要望があり、PTA役員による「避難訓練や防災設備の見
学」を企画した。今後も、役員会における意見の反映に努める。
・PTA新聞「かがやき」については、今年度、見直した作成マニュアル
に、起案スケジュールを加え、よりスムーズに作成できるようにする。

A

・時代の変化や実態にあうPTA活動を
めざして、役員と学校関係者が、PTA
役員の選出方法や活動等を検討して
ほしい。

○PTA通信「かがやき」の作成手順を見直し、個人情報のチェックを確実に行う。

○安全に配慮しつつ、同窓会行事を充実させる。

○互助会福祉事業の推進に努める。
○業務の効率化を図る。

○地区の互助会事務局として直鞍地区の福祉事業の取りまとめを行う。

A
・今年度の地区の福祉事業の担当校としての取りまとめの経験を生
かし、校内の福祉事業の充実を図る。
・各業務のマニュアルを見直し、効率的に行えるように検討する。

○互助会の校内福祉事業を充実させる。

○業務を効率化させるため、必要に応じてマニュアルの見直しを行う。

情報教育

〇個人情報をはじめとする情報管理と
ICT機器の活用を両立させ、機器活用が
しやすい環境を整備し、授業への活用を
推進する。

〇学部のニーズに応じてICT機器等の活用に関する学習会を計画・実施し、ICTの活
用推進を図る。

B

保健・安全

 〇安心・安全な学校生活を送るために、緊急時対応訓練の意義を全体へ周知し、プ
レ・本番の２段階での緊急時対応シミュレーションの実施と振り返りを徹底する。

A

B

・これまで学部ごとに異なっていた緊急対応マニュアルやシミレーショ
ンの方法を、今年度、学校全体の統一した「学校の原則」を定めた。
次年度は、「学校の原則」を意識できるシミレーションを実施する。
・「性と健康に関する指導」については、社会状況と生徒の実態から、
内容の充実を図る。
・好評だったスクールカウンセラー研修は、次年度も同様の内容で企
画する。

A

・不登校の生徒で、全く登校していな
い生徒は減少し、週２、３日登校でき
るようになった生徒が増えたことは、
生徒の頑張りと教員の指導によるも
のと考える。

○児童生徒会を中心とした生徒会活動、委員会活動、集会、行事、選挙活動等児童
生徒主体で計画させ、自己有用感の向上を図る。

○安全で安心な通学ができるように実態
に応じた指導・支援を行う。
○安全・安心な環境づくりに努める。

○通学バスの安全な運行に迅速に対応する。また通学の方法について社会の変化
を鑑みながら、家庭への配慮や個に応じた対応を考える。

A

・通学バスにおいては、保護者の要望や児童生徒の状況把握ができ
るように、教員と添乗員の連絡調整を強化する必要がある。
・今年度いじめの認知はなかったが、アンケート等で、児童生徒間の
細かいトラブルを含め把握し、早期対応を図る。

○不審者情報、交通安全学習等を通して、正しい行動を考えさせる。また、いじめや
性暴力について、早期発見、早期対応に尽力する。

幼児児童
生徒指導

○諸問題に対応するための支援方法や
情報を全職員で共通理解する。
○児童生徒会活動に主体的に参加でき
るように、各部門・各学部間の連携を図
る。

○問題行動や長期欠席・不登校の対処方法や解決に向けて、ケース会議を設定し、
当該学年、また必要に応じて家庭、寄宿舎、関係施設で共通理解を図る。

A

A

・問題行動や不登校については、ケース会議をはじめ、担任や保護
者、寄宿舎や関係機関と連携し、共通理解や早期解決を図ることが
できた。まだ不登校が多いので、解消に向け努力する。
・児童生徒会活動は集会や行事、選挙活動等で主たる任務を与え、
主体的に活動させることができた。次年度は部門学部を超えた取組
を図る。

B

・小・中学校に、入学するようになった
医療的ケア児が、安心・安全に学校
生活を過ごせるように、環境整備等に
おける助言をお願いしたい。

 〇各研修の内容や資料を見直し、全職員への漏れのない周知とスキルアップを図
る。

〇「性と健康に関する指導」を計画的に進め、自分で健康増進や安全を意識させて
いく。また、スクールカウンセラー事業を円滑に運営し、心の安定を図る。

〇看護職員や医療関係者との連携強化
による安全な医ケアの実施できるように
する。

進路指導

〇自立と社会参加を意識した進路指導
の推進を図る。

〇実習等の体験活動や進路学習を通して、幼小中高それぞれの段階で進路につい
ての意識付けを行う。

A A

・高等部を中心に現場実習等の体験活動を充実させることができた。
小中高と段階的に進路を考えられるように、学習内容を工夫する。
・関係機関と継続して連携を図り、進路実現につなげる。
・進路説明会や事業所見学の充実を図ることができた。さらに、それ
ぞれのニーズに合った情報発信が行えるよう、研修の方法等を見直
す。

センター
的機能

〇地域の特別支援教育の中核として、幼
児児童生徒等の適応性の向上を目指し
て、保護者や学校関係者等と連携した相
談支援業務に専念する。

〇対象幼児児童生徒等の様相を観察したり、聴力測定や教育的心理検査等を実施
したりして、できる限り正確な状態を把握する。

A A

・対象幼児児童生徒のサポートにつないでいくために、状態の把握、
様相観察や検査だけでなく、面談を通してより詳細な状態像をつかむ
必要がある。
・対象幼児児童生徒の在籍校等における取組を前進させるために、
在籍校等の考えや実践を把握し、大きな負担にならない取組を提案
する。
・特別支援学級における授業スキルの向上を目指して、今後も授業
の参観を依頼していく。

〇進路先や支援センター、行政などの関係機関との連携を図る。

〇保護者、職員向けに説明会を実施し、進路情報の発信を行う。

〇 医療的ケア校内委員会を中心に、保護者、看護職員、医療関係者と連携し、保護
者の負担軽減に配慮した安全な医療的ケア体制整備・実施に努める。

B

・医ケア委員会では、幼児児童生徒の様子を事前に紙面にまとめ、
協議時間を十分に確保することができた。また、外部講師の研修で
は多くのことを学ぶことができた。しかし、反省アンケートから研修の
運営等についての改善点が見えてきたので、次年度に生かしたい。

〇研修動画の視聴や手引きの活用、職員研修を通して、医療的ケアに関する知識と
理解を深める。

A

・地域の小・中学校は、相談事業でい
ただいた特別支援教育の専門的な助
言を、教育活動に生かすことができて
いる。

〇対象幼児児童生徒の在籍校等と協議しながら、幼児児童生徒等の状態や今後の
展望を鑑みた実現可能なサポートを進めていけるように努める。

〇特別支援学級に在籍している児童生徒に応じた学習内容が構築され、指導が具
現化されていくように、積極的に授業を参観して指導助言を図る。

A 特になし。

防　　災

A

・生徒の防犯については、本人と保護
者がそれぞれ自身で注意をできるよう
に、安全安心メールの紹介を行ってほ
しい。

〇大規模災害を想定し、保護者への引渡しまでの体制について検討し、対応シミュ
レーションを実施する。 A

〇幼児児童生徒や職員の災害用の備蓄
食料・防災備品の管理方法を確立する。

・防災用備品の使い方を、多くの職員が理解できるように研修の機会
などを設定する。

特になし。〇防災、緊急・危機時の訓練を実施し、安全・安心な寄宿舎生活の充実に努める。

〇保護者や関係機関と連携して共通理解を深め、舎生個々の課題に適切に対応す
る。

寄宿舎

〇寄宿舎、学校各部と連携を密にしなが
ら、舎生の安全と健康を第一に考え、安
心して充実した寄宿舎生活を送ることが
できるようにする。

〇寄宿舎、学校各部の連携による組織的な支援体制により寄宿舎教育の充実に努
める。

〇幼児児童生徒の実態及び、学校の実
情に応じた、より安全な避難方法の検討
や訓練の実施に取り組む。

〇避難訓練の意義を共有したり、避難経路の検討をしたりしながら、実際に災害が
起きた時を想定しながら避難訓練を実施する。 A

A
A

A A

・円滑な寄宿舎運営が行えるように、学校の諸会議等における情報
収集と、計画的な部会、棟会、全体会の実施を行う。
・学校の防災環境部と連携し、避難訓練、災害時の引渡し訓練等、計
画的に実施する。
・今後も保護者や関係機関と連携して、個々の課題に適切に対応す
る。

・消防署との連携を図りながら2度の訓練を実施した。今後も工事の
状況を踏まえながら安全確保に努める。
・今年度、実施した寄宿舎において引き渡しシミュレーションの反省を
基に、より効率的な方法を定めていく。

〇備蓄食料の内容や保管場所、賞味期限前の備蓄食料の交換の手順等の管理方
法を検討する。

A

事　務

〇予算の効率化・明確化を念頭に、幼児
児童生徒の情報及び各部門学部の均衡
を図った予算の執行に努める。
〇大規模工事について、保護者及び職
員に細かな周知を行い情報共有に努め
る。

〇経費節減を念頭に置きながらも、幼児児童生徒の実態・実情に応じた、弾力的か
つスピード感のある予算執行に努める。

A A

・学校全体及び部門ごとの教育活動を整理し、学部間の交流を図りながら、共生社会に一番近い学校として運営する。
　児童生徒の増加に伴い、コロナ禍以前のように、学校
全体で行う教育活動は難しいと考えるが、そのような中
においても、子供の生き生きした姿が見える学校であっ
てほしい。

・各自が計画的に受講した研修の内容を互いに共有したり、学校研究と関連づけた専門性向上研修を受講させたりすることで、教員の資質向上に努める。
・時代の変化や実態にあうPTA活動のあり方の検討、及び、連絡アプリやHPを活用した保護者への情報発信に努める。
・高等部を中心に現場実習等の体験活動を充実を図るとともに、幼稚部、小学部、中学部、高等部をとおして、将来をイメージした教育活動に努める。
・新校舎建設の中、幼児児童生徒が安心・安全に過ごせるように環境整備に努めるとともに、関係機関・PTAと協働して防災対策を行い危機管理の充実を図る。

A 特になし。〇大規模工事について、幼児児童生徒及び職員の安心安全を確保するよう努める。

〇工事のみならず、職員への給与や服務等に関する対応、保護者への就学奨励費
等に関する対応を、遅滞なく丁寧に行っていく。

自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策 評価項目以外のものに関する意見

・新校舎建設等に関する諸課題解消に向けて、引き続き本庁各課と
の連携を図り、調整を進めていく。
・施設設備の更新工事が進捗していく中で、幼児児童生徒の安心・安
全に向けた取組とともに、より効率的・計画的な予算執行に努める。
・教職員の服務手当関係、保護者への就学奨励費に関する対応をス
ピード感と丁寧さを両立し、信頼される事務室づくりを推進する。


